
東日本大震災復興交付金交付要綱(農林水産省)

平成24年１月16日付け23予第635号

農林水産事務次官依命通知

最終改正：平成29年６月28日付け29地第47号

農林水産事務次官依命通知

（通則）

第１ 東日本大震災復興特別区域法（平成23年法律第122号。以下「法」とい

う。）第78条第３項に基づく復興交付金のうち、農林水産大臣を東日本大

震災復興特別区域法施行規則（平成23年内閣府令第69号。以下「規則」と

いう。）第47条第１項に規定する交付担当大臣（以下「交付担当大臣」と

いう。）とするもの（東日本大震災復興交付金制度要綱（平成24年１月６

日付け内閣府・各府省連名。以下「制度要綱」という。）第８の１に規定

する基金に交付するものを除く（以下「交付金」という。））の交付につ

いては、法、東日本大震災復興特別区域法施行令（平成23年政令第409号）、

規則、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和30年法律第

179号。以下「適正化法」という。）、補助金等に係る予算の執行の適正化

に関する法律施行令（昭和30年政令第255号。以下「適正化法施行令」と

いう。）、農林畜水産業関係補助金等交付規則（昭和31年農林省令第18号。

以下「交付規則」という。）、予算科目に係る補助金等の交付に関する事

務について平成23年度予算に係る補助金等の交付に関するものから東北農

政局長、関東農政局長及び北陸農政局長に委任した件（平成24年３月27日

農林水産省告示第818号）及び制度要綱の定めによるほか、この要綱に定

めるところによる。

（交付の目的）

第２ 交付金は、法第77条第１項に規定する特定市町村又は同項に規定する

特定都道県（以下「特定地方公共団体」という。）に対して交付し、法第

77条第１項に規定する復興交付金事業計画（以下「復興交付金事業計画」

という。）に基づく法第78条第１項に規定する復興交付金事業等（以下「復

興交付金事業等」という。）を実施することを目的とする。

（交付先及び交付期間）

第３ 交付金は、特定地方公共団体の長に対し、その申請に基づいて交付す

るものとする。

２ 交付金を交付する期間は、復興交付金事業計画に記載された計画期間と

する。
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（交付対象事業）

第４ 交付対象事業は、制度要綱第２の１に規定する基幹事業のうち次に掲

げる事業及び制度要綱第２の２に規定する効果促進事業等とする。

イ 農山漁村地域復興基盤総合整備事業

ロ 農山漁村活性化プロジェクト支援（復興対策）事業

ハ 震災対策・戦略作物生産基盤整備事業

ニ 被災地域農業復興総合支援事業

ホ 漁業集落防災機能強化事業

ヘ 漁港施設機能強化事業

ト 水産業共同利用施設復興整備事業

チ 農林水産関係試験研究機関緊急整備事業

リ 木質バイオマス施設等緊急整備事業

２ 交付の対象経費及び交付率は、別表１に掲げるとおりとする。

３ 基幹事業の内容、基幹事業を実施する者（以下「事業実施主体」という。）

及び基幹事業の実施要件は、事業ごとに別添１から別添９までに定めるも

のとする。

４ 制度要綱第２の２の（５）に規定する漁業集落復興効果促進事業の各事

業の事業区分、事業名、事業内容及び実施要件は、別表２のとおりとする。

特定地方公共団体は、同表に掲げる事業の着手前に、漁業集落復興効果促

進事業ごとに使途内訳を定め、農林水産大臣に提出するものとし、農林水

産大臣に対する漁業集落復興効果促進事業の使途内訳の提出の手続の細則

については、水産庁長官が別に定めるところによる。

（交付額）

第５ 農林水産大臣は、制度要綱第５により内閣総理大臣から移し替えられ

た交付金について、次項の交付金の交付額の範囲内で、復興交付金事業等

に要する費用を特定地方公共団体に交付するものとする。

２ 年度ごとの交付金の交付額（以下「単年度交付限度額」という。）は、

制度要綱第４により特定地方公共団体に通知された復興交付金事業等ごと

の交付可能額を限度とし、次に掲げる式により算出した額とする。

交付額 ＝ Ａ ＋ Ｂ ＋（Ｃ 又は Ｄ）

※（）内は、特定市町村についてはＣを用い、特定都道県についてはＤを

用いる。

ｍ Ａi－Ａi×αi－ａi
(１) Ａ ＝ Σ（Ａi×αi + ）

i=1 ２

Ａ ：当該年度における基幹事業の交付額の総額

Ａi：基幹事業ｉの当該年度の交付対象事業費
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αi：別表に定める基幹事業ｉの基本国費率

ａi：基幹事業ｉの当該年度の交付対象事業費のうち国及び特定地方公

共団体以外の者（民間事業者等）が負担する額

ｍ ：基幹事業の事業数

ｎ

(２) Ｂ ＝ Σ（Ｂj × β ）
j=1

Ｂ ：当該年度における効果促進事業等の交付額の総額（漁業集落復興

効果促進事業を除く。）

Ｂj：効果促進事業等ｊの当該年度の事業費（漁業集落復興効果促進事

業を除く。）

β ：効果促進事業等の基本国費率（0.8）

ｎ ：効果促進事業等の事業数（漁業集落復興効果促進事業を除く。）

(３) 特定市町村の場合

Ｃ ＝（Ｃt―ｃt） × ｐ× β―Ｃ０（ただし、「（Ｃt―ｃt） × ｐ」

は５００億円を限度とする。）

Ｃ ：特定市町村への漁業集落復興効果促進事業の交付額の限度額

Ｃt：交付可能額通知済みの漁業集落防災機能強化事業の交付対象事業

費の合計額

ｃt：漁業集落防災機能強化事業の交付対象事業費のうち国及び特定地

方公共団体以外の者（民間事業者等）が負担する額の総額

ｐ ：漁業集落復興効果促進事業の限度額率（ 0.2）

β ：効果促進事業等の基本国費率（0.8）

Ｃ０：特定市町村への漁業集落復興効果促進事業の交付済み額

(４) Ｄ ＝ Ｄt × β―Ｄ０

Ｄ ：特定都道県への漁業集落復興効果促進事業の交付額の限度額

Ｄt：特定都道県への交付可能額通知済みの漁業集落復興効果促進事業

の交付対象事業費の合計額

β ：効果促進事業等の基本国費率（0.8）

Ｄ０：特定都道県への漁業集落復興効果促進事業の交付済み額

３ 特定地方公共団体は、交付対象事業について、交付対象事業に要する費

用の総額について国費と地方費の割合を定め、交付対象事業ごとの単年度

の国費の割合を固定しないことができることとする。ただし、この場合に

おいても、当該年度に交付された交付金の額は、当該年度における変更さ

れた執行予定事業費を超えることはできない。
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４ 交付金の交付後、交付対象事業の進捗の状況により、前項の規定を適用

した結果、事業費の実績額に基づいて第２項の規定により算出される単年

度交付限度額が、交付された金額と異なることとなったときは、交付され

た金額から事業費の実績に基づいて算出される単年度交付限度額を控除し

た額（次項において「差額」という。）は交付申請ごとに、次年度の単年

度交付限度額の算定において調整することができる。

５ 前項の規定による交付額の調整は、差額を次年度以降の単年度交付限度

額から控除することにより行うものとする。

６ 特定地方公共団体が事業実施主体に対し、交付対象事業に要する経費の

一部について負担又は交付をする交付対象事業においては、当該特定地方

公共団体が当該事業実施主体に対して負担又は交付をする費用の額の範囲

内の事業費に限り、第２項及び第３項の規定を適用する。

（交付申請）

第６ 交付規則第２条の農林水産大臣が別に定める申請書類に関する事項

は、別記様式１号による交付申請書のとおりとし、交付金の交付を受けよ

うとする特定地方公共団体は、実施要件の確認等に必要な関係書類を添え

て、制度要綱第４の規定による交付可能額の通知において指定された期日

までに、交付申請書正副２部を内閣総理大臣を経由して地方農政局長（北

海道にあっては、農林水産大臣）に提出しなければならない。

２ 前項に規定する関係書類は、事業ごとに別添１から別添９までに定める

ものとする。

３ 地方農政局長は、第１項の規定による提出を受けた場合、速やかに、農

林水産大臣に交付決定を依頼するものとする。

４ 特定地方公共団体は、第１項の申請書を提出するに当たって、各事業実

施主体について当該交付金に係る消費税仕入控除税額（交付対象経費に含

まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法（昭和63年法

律第108号）に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金

額と当該金額に地方税法（昭和25年法律第226号）に規定する地方消費税

率を乗じて得た金額との合計額に交付率を乗じて得た金額をいう。以下同

じ。）があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請

しなければならない。ただし、申請時において当該交付金に係る消費税仕

入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。

（交付決定の通知）

第７ 農林水産大臣は、第６の規定による交付申請書の提出があったときは、

審査のうえ、交付金を交付すべきものと認めたときは速やかに交付決定を

行い、地方農政局長（北海道にあっては、内閣総理大臣を経由して特定地

方公共団体）に対しその旨を通知し、地方農政局長は、これを内閣総理大

臣を経由して特定地方公共団体に対し通知するものとする。

4



（交付申請の変更）

第８ 特定地方公共団体は、交付規則第３条第１号イ又はロの規定に基づき

農林水産大臣の承認を受けようとする場合には、あらかじめ別記様式第２

号の変更承認申請書正副２部に変更内容の確認等に必要な関係書類を添え

て、内閣総理大臣を経由して地方農政局長（北海道にあっては、農林水産

大臣）に提出しなければならない。

２ 地方農政局長は、前項の規定による提出を受けた場合、速やかに、農林

水産大臣に変更承認の依頼をするものとする。

（変更の承認）

第９ 農林水産大臣は、第８の規定による変更承認申請書の提出があったと

きは、審査のうえ、変更すべきと認めたときは速やかに変更の交付決定を

行い、地方農政局長（北海道にあっては、内閣総理大臣を経由して特定地

方公共団体）に対しその旨を通知し、地方農政局長は、これを内閣総理大

臣を経由して特定地方公共団体に対し通知するものとする。

（軽微な変更）

第10 交付規則第３条第１号イ及びロの農林水産大臣が別に定める軽微な変

更は、交付可能額の増加、事業実施主体の変更及び復興交付金事業計画に

位置付けられていない交付対象事業の新設以外の変更とする。

（交付対象事業の中止又は廃止）

第11 特定地方公共団体は、交付対象事業を中止又は廃止しようとする場合

には、農林水産大臣の承認を受けなければならない。

（事業遅延の届出）

第12 特定地方公共団体は、交付対象事業が予定の期間内に完了することが

できないと見込まれる場合、又は交付対象事業の遂行が困難となった場合

においては、速やかに交付対象事業が予定の期間内に完了しない理由又は

交付対象事業の遂行が困難となった理由及び交付対象事業の遂行状況を記

載した書類正副２部を内閣総理大臣を経由して地方農政局長（北海道にあ

っては、農林水産大臣）に提出し、その指示を受けなければならない。

２ 地方農政局長は、前項の規定による提出を受けた場合、速やかに、農林

水産大臣に指示内容の依頼をするものとする。

（交付申請の取下げ）

第13 特定地方公共団体は、交付申請を取り下げようとするときは、交付決

定の通知を受けた日から起算して15日以内にその旨を記載した書面を内閣

総理大臣を経由して地方農政局長（北海道にあっては、農林水産大臣）に
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提出しなければならない。

２ 地方農政局長は、前項の規定による提出を受けた場合、速やかに、農林

水産大臣に申請の取下げの報告をするものとする。

（遂行状況報告）

第14 特定地方公共団体は、当該年度に実施した交付対象事業について、交

付金の交付決定に係る年度の12月末日現在において、別記様式第３号によ

る状況報告書を作成し、当該年度の１月末日までに正副２部を内閣総理大

臣を経由して地方農政局長（北海道にあっては、農林水産大臣）に提出し

なければならない。

２ 前項に規定する時期のほか、農林水産大臣は、事業の円滑な執行を図る

ため必要があると認めるときは、特定地方公共団体に対して当該交付対象

事業の遂行状況について報告を求めることができる。

３ 特定地方公共団体は、概算払請求を行う場合には、別記様式第３の２号

による状況報告書を作成し、正副２部を地方農政局長（北海道にあっては、

農林水産大臣）に提出しなければならない。

４ 地方農政局長は、特定地方公共団体から第１項又は第３項の書類の提出

を受けた場合、速やかに、農林水産大臣に提出するものとする。

５ 農林水産大臣は、第１項から第３項までの規定に基づき書類の提出を受

けた事業計画の実施状況が低い水準に止まっている場合には、特定地方公

共団体に対し、その理由を明らかにすることを求めるとともに改善の指導

を行うものとする。

（実績報告）

第15 交付規則第６条第１項の別に定める実績報告書は、別記様式第４号の

とおりとし、特定地方公共団体は、交付対象事業を完了したときは、その

日から１箇月を経過した日又は翌年度の４月10日のいずれか早い日まで

に、実績報告書正副２部を内閣総理大臣を経由して地方農政局長（北海道

にあっては、農林水産大臣）に提出しなければならない。

２ 地方農政局長は、特定地方公共団体から前項の書類の提出を受けた場合、

速やかに、農林水産大臣に提出するものとする。

３ 第６第４項ただし書の規定により交付の申請をした特定地方公共団体

は、第１項の実績報告書を提出するに当たって、当該交付金に係る消費税

仕入控除税額が明らかである場合は、これを交付金額から減額して報告し

なければならない。

４ 第６第４項ただし書の規定により交付の申請をした特定地方公共団体

は、第１項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の

申告により当該交付金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、そ

の金額（前項の規定により減額した場合にあっては、その金額が減じた額

を上回る部分の金額）を別記様式第５号の消費税仕入控除税額報告書によ
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り速やかに内閣総理大臣を経由して地方農政局長（北海道にあっては、農

林水産大臣）に報告しなければならない。

５ 前項の規定による実績報告書の提出後、農林水産大臣から返還命令を受

けた特定地方公共団体は、その金額を返還しなければならない。また、当

該交付金に係る消費税仕入控除税額が明らかにならない場合又はない場合

であっても、その状況等について、交付金の額の確定のあった日の翌年６

月30日までに、別記様式第５号により、内閣総理大臣を経由して地方農政

局長（北海道にあっては、農林水産大臣）に報告しなければならない。

（額の確定）

第16 農林水産大臣は、第15第１項の規定による報告を受けた場合には、実

績報告書等の書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、その報告に

係る交付対象事業の実施結果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適

合すると認めたときは、交付すべき交付金の額を確定し、地方農政局長（北

海道にあっては、内閣総理大臣を経由して特定地方公共団体）に通知する

こととし、地方農政局長は、これを内閣総理大臣を経由して特定地方公共

団体に通知するものとする。

２ 農林水産大臣は、特定地方公共団体に交付すべき交付金の額を確定した

場合において、既にその額を超える交付金が交付されているときは、その

超える部分の交付金の返還を命ずるものとする。

３ 前項の交付金の返還期限は、当該命令のなされた日から20日（特定地方

公共団体において当該交付金の返還のための予算措置について議会の承認

が必要とされる場合で、かつ、この期限により難い場合は90日）以内とし、

期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期

間に応じて年利10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものと

する。

（交付決定の取消等）

第17 農林水産大臣は、第11の規定による交付対象事業の中止又は廃止の申

請があった場合及び次に掲げる場合には、第７の規定による交付決定の全

部若しくは一部を取り消し又は変更することができる。

(1) 特定地方公共団体が、適正化法、適正化法施行令その他の法令、交

付規則、制度要綱又はこの要綱の規定に基づく農林水産大臣の処分又は

指示に違反した場合

(2) 特定地方公共団体が、この要綱に基づき交付した交付金を交付対象

事業以外の用途に使用した場合

(3) 特定地方公共団体が、交付対象事業に関して、不正、事務手続の遅

延、その他不適当な行為をした場合

(4) 交付の決定後生じた事情の変更等により、交付対象事業の全部又は

一部を継続する必要がなくなった場合
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２ 農林水産大臣は、前項の規定による取消しをした場合において、既に当

該取消しに係る部分に対する交付金が交付されているときは、期限を付し

て当該交付金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

３ 農林水産大臣は、第１項(1)から(3)までの規定による取消しをした場合

において、前項の返還を命ずるときは、その命令に係る交付金の受領の日

から納付の日までの期間に応じて年利10.95パーセントの割合で計算した

加算金の納付を併せて命ずるものとする。

４ 第２項の規定による交付金の返還及び前項の加算金の納付については、

第16第３項の規定を準用するものとする。

（監督等）

第18 事業実施主体が特定都道県である場合にあっては国は当該特定都道県

に対し、特定市町村が事業実施主体である場合にあっては国及び特定都道

県は当該特定市町村に対し、特定都道県又は特定市町村が補助する者が事

業実施主体である場合にあっては特定都道県又は特定市町村は当該事業実

施主体に対し、それぞれ、その実施する交付対象事業に関し、適正化法そ

の他の法令の施行のために必要な限度において、報告若しくは資料の提出

を求め、又はその施行する交付対象事業の施行の促進を図るため、必要な

勧告、助言若しくは援助をすることができる。

（財産の管理等）

第19 特定地方公共団体は、交付対象経費（交付対象事業を他の団体に実施

させた場合における対応経費を含む。）により取得し、又は効用の増加し

た財産（以下「取得財産等」という。）については、交付対象事業の完了

後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、交付金交付の目的に

従って、その効率的な運用を図らなければならない。

２ 取得財産等を処分することにより、収入があり、又はあると見込まれる

ときは、その収入の全部又は一部を国に納付させることがある。

３ 特定地方公共団体は、取得財産等の処分により収入があったときは、別

記様式第６号による財産処分報告書正副２部を内閣総理大臣を経由して地

方農政局長（北海道にあっては、農林水産大臣）に提出しなければならな

い。

４ 地方農政局長は、前項の規程による提出を受けた場合、速やかに、農林

水産大臣に提出するものとする。

５ 第３項の規定による財産処分報告書の提出後、農林水産大臣から返還命

令を受けた特定地方公共団体は、その金額を返還しなければならない。

６ 前項の交付金の返還期限は、当該返還命令のなされた日から20日以内と

し、期限内に納付がない場合は、農林水産大臣は、未納に係る金額に対し

て、その未納に係る期間に応じた延滞金を徴するものとする。
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（財産の処分の制限）

第20 取得財産等のうち適正化法施行令第13条第４号の農林水産大臣が定め

る機械及び重要な器具は、１件当たりの取得価格又は効用の増加価格が50

万円以上の機械及び器具とする。

２ 適正化法第22条に定める財産の処分を制限する期間は、交付規則第５条

に規定する処分制限期間（以下「処分制限期間」という。）とする。

３ 特定地方公共団体は、処分制限期間中において、処分を制限された取得

財産等を処分しようとするときは、あらかじめ地方農政局長（北海道及び

漁港漁場整備法（昭和二十五年法律第百三十七号）第三条に規定する漁港

施設及び漁業集落環境整備施設にあっては、農林水産大臣）の承認を受け

なければならない。

４ 前項の承認については、第19条第２項の規定を準用する。

（関係書類の保管）

第21 交付規則第３条第４号に規定する帳簿及び証拠書類又は証拠物は、事

業終了年度の翌年度から起算して５年間整備保管しなければならない。

１ 取得財産等が交付規則に定める処分制限期間を経過していない場合にお

いては、前項に規定する書類に加え、別記様式第７号の財産管理台帳その

他関係書類を整備保管しなければならない。

（談合等不正行為の防止）

第22 事業実施主体は、「工事の請負契約に係る契約書について」（平成７

年10月24日付け７経第1492号農林水産事務次官依命通知）第45条の２（Ａ）

を例として、復興交付金事業等に係る工事等の請負契約及び委託施行契約

等の契約書に、談合等不正行為があった場合の違約金等に係る条項を設け

るなど、談合等不正行為の防止に努めるものとする。

２ 事業実施主体は、復興交付金事業等に係る工事等において、刑法の競争

入札妨害罪、談合罪等により関係者が起訴された場合又は公正取引委員会

の排除措置命令若しくは課徴金納付命令が出された場合は、「補助事業等

における談合等の不正行為に係る違約金等の取扱いについて」（平成19年

11月20日付け19経第1245号農林水産省大臣官房経理課長通知）に準じて、

速やかに必要な手続等を行うものとする。

３ 地方公共団体以外の事業実施主体は、復興交付金事業等を遂行するため、

売買、請負その他の契約をする場合は、一般の競争に付さなければならな

い。ただし、復興交付金事業等の運営上、一般の競争に付すことが困難又

は不適当である場合は、指名競争に付し、又は随意契約をすることができ

る。

４ 事業実施主体は、契約をしようとする場合には、別記様式第８号による

指名停止等に関する申立書の提出を当該契約に係る一般の競争、指名競争
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又は随意契約（以下「競争入札等」という。）に参加するための条件とす

るなどして、談合等の不正行為に関与した者を競争入札等に参加させない

ものとする。

５ 事業実施主体は、復興交付金事業等に係る工事等の競争入札等に当たっ

ては、競争入札等に参加しようとする者に対し、別記様式第９号による事

業実施年度（複数年の場合には初年度）の前年度に会計検査院から不当事

項として指摘された工事等への関与の有無及び経緯に係る申立書の提出等

を求め、関与が認められる場合には、当該者を競争入札等に参加させない

ことができる。

６ 事業実施主体は、入札事務等の委託に当たっては、委託先から別記様式

第10号による漏洩防止措置に係る申立書の提出等を求め、秘密情報の漏洩

防止措置（工事等の積算価格等の秘密情報を指定するとともに、その管理

方法を定める内規を整備すること、関係職員に対して、秘密情報の管理方

法等に関する研修を実施することなど）が適切に講じられているか確認す

るものとする。

（間接交付金交付の際付すべき条件）

第23 特定地方公共団体は、間接交付事業者に交付金を交付するときは、本

要綱第６から第22まで（第７及び第９を除く。）の規定に準ずる条件を付

さなければならない。

附 則

この要綱は、平成24年１月16日から施行する。

附 則

この要綱は、平成24年４月５日から施行する。

附 則

この要綱は、平成24年６月19日から施行する。

附 則

この要綱は、平成24年８月９日から施行する。

附 則

この要綱は、平成24年９月３日から施行する。

附 則

この要綱は、平成24年12月11日から施行する。
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附 則

この要綱は、平成25年３月13日から施行する。

附 則

１ この要綱は、平成25年６月21日から施行する。

２ 東日本大震災復興交付金交付要綱（農林水産省）等の一部改正について

（平成25年６月21日付け25地第153号農林水産事務次官通知）の施行前に

おける東日本大震災復興交付金交付要綱（農林水産省）に基づき交付決定

された復興交付金事業等に係る同要綱第15第５項に規定される報告につい

ては、なお従前の例によることとする。

附 則

１ この要綱は、平成26年４月１日から施行する。

２ 東日本大震災復興交付金交付要綱（農林水産省）等の一部改正について

（平成26年４月１日付け25地第494号農林水産事務次官依命通知）の施行

前における東日本大震災復興交付金交付要綱（農林水産省）に基づき交付

決定された復興交付金事業等に係る同要綱第14第１項に規定される報告書

の提出については、なお従前の例によることとする。

附 則

この要綱は、平成26年11月25日から施行する。

附 則

この要綱は、平成27年４月９日から施行する。

附 則

この要綱は、平成27年８月26日から施行する。

附 則

この要綱は、平成27年10月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成28年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成29年４月１日から施行する。
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附 則

この要綱は、平成29年６月28日から施行する。
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別表１（第４第２項関係）

事業区分 経費 基本国費率

農山漁村地域復興基盤 事業実施主体が別添1-1から別添1-19の規 別添1-1から別添1-19に規定する基本国費率

総合整備事業 定に基づいて行う事業に要する経費

農山漁村活性化プロジ (1) 事業費

ェクト支援（復興対 ① 別添２農山漁村活性化プロジェクト支援 別添２の別表の(1)に掲げる事業の基本国費率

策）事業 （復興対策）事業の別表（以下「別添２の別

表」という。）の(1)の生産基盤及び施設の整

備に関する事業の実施に要する経費

② 別添２の別表の(2)の生活環境施設の整 別添２の別表の(2)に掲げる事業の基本国費率

備に関する事業の実施に要する経費

③ 別添２の別表の(3)の地域間交流拠点の 別添２の別表の(3)に掲げる事業の基本国費率

整備に関する事業の実施に要する経費

④ 別添２の別表の(4)のその他省令で定め 別添２の別表の(4)に掲げる事業の基本国費率

る事業に関する事業（遊休農地解消支援を

除く）の実施に要する経費

(2) 附帯事務費

① 都道府県附帯事務費 1/2以内

(1)の事業に係る事務であって、事業の実

施及び指導監督等を行うものに要する経費

② 市町村等附帯事務費 1/2以内

(1)の事業に係る事務であって、事業の実

施及び指導監督等を行うものに要する経費

震災対策・戦略作物生 事業実施主体が別添３第２の規定に基づ

産基盤整備事業 いて行う事業に要する以下の経費

（１）別添３第２の別表１の区分１の事 （１）別添３第２の別表１の補助率の欄に掲げ

業 る基本国費率

ア 純工事費

イ 測量設計費

ウ 用地費及び補償費

エ 船舶機械器具費

オ 全体実施設計費

カ 換地費

キ 調査・調整費 （２）定額

ク 経理管理・指導費

（２）別添３第２の別表１の区分２の事

業

事業種類の欄の（１）から（９）

までの事業の実施に必要な経費

被災地域農業復興総合 １ 事業費 1/2以内

支援事業 制度要綱に基づいて行う事業に要す

る経費

２ 附帯事務費

（１）都道府県が１の経費に係る事業

の実施に関し、事業の推進に必要な

事務並びに指導管理等に要する経費

（２）市町村が１の経費に係る事業の

実施に関し、事業の推進に必要な事

務等に要する経費

漁業集落防災機能強化 市町村が行う漁業集落防災機能強化事業 １ 市町村が行う漁業集落防災機能強化事業に

事業 に要する経費 要する経費に対し、道県が補助する事業に

あっては、1/2以内。ただし、地域資源利活
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用基盤施設整備のうち堆肥化施設（終末処

理場から発生する汚泥と水産副産物を一体

化に処理する施設を言う）の整備にあって

は1/3以内

２ 道県の行う市町村事業推進費にあっては、

5/10以内

漁港施設機能強化事業 市町村が行う漁港施設機能強化事業に要 別添６第３のとおり

する経費

水産業共同利用施設復 １ 事業費 1/2以内

興整備事業 制度要綱に基づいて行う事業に要す

る経費

２ 附帯事務費

市町村が１の経費に係る事業の実施

に関し、事業の推進に必要な事務等に

要する経費

農林水産関係試験研究 １ 施設整備費 1/2以内

機関緊急整備事業 （１）設計・管理費

（２）本工事費

（３）建物検査費

（４）附帯工事費

２ 設備整備費

（１）試験研究用機械器具費

（２）観測用機械器具費

（３）調査用船舶費

木質バイオマス施設等 １ 施設整備費 事業費の1/2以内

緊急整備事業のうち木 木質バイオマス関連施設整備事業を

質バイオマス関連施設 行うのに要する経費

整備事業 ２ 附帯事務費

市町村又は県が木質バイオマス関連 附帯事務費の1/2以内

施設整備事業の指導監督等を行うのに

要する経費

木質バイオマス施設等 １ 施設整備費 事業費の1/2以内

緊急整備事業のうち木 木造公共建築物整備事業を行うのに

造公共建築物整備事業 要する経費

２ 附帯事務費

市町村又は県が木造公共建築物整備 附帯事務費の1/2以内

事業の指導監等を行うのに要する経費

木質バイオマス施設等 １ 小水力、太陽光等発電施設及びこれ １ 定額

緊急整備事業のうち再 と併せて行う需要施設等の導入に係る

生可能エネルギー導入 案件形成及び調査設計に要する経費

調査設計・施設整備事 ２ 小水力、太陽光等発電施設及びこれ

業 と併せて行う需要施設等の整備に要す ２ 事業費の1/2以内

る経費
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別表２（第４第４項関係） 
１．コミュニティの立ち上げ・再生 

 津波浸水被害を受けた漁業集落において、被災前のコミュニティを維持するとともに、再整備される漁村の生活環

境を整えることで漁村の立ち上げ・コミュニティ再生の支援に必要な事業 

事業

番号 

事業名 事業内容 実施要件 

１ 被災地復興のための土

地利用計画策定促進事

業 

漁業集落防災機能強化事業に関連する復興ま

ちづくりのための土地利用計画等の策定に必

要な各種調査設計、測量業務等に係る業務（調

査費） 

 

 

 

２ 工事統括マネジメント

事業 

複数事業の工事統括マネジメント業務（調査

費） 

 

３ 

 

住民合意形成促進事業 住民との意見交換会の開催、合意形成方策検討

業務及びこれらに係る専門家の派遣等に係る

業務（調査費） 

モデル事業として一定期間実施す

るもの。 

４ 漁業集落再編コーディ

ネート事業 

複数事業のコーディネート業務及び発注者支

援業務（調査費） 

 

５ 被災者のためのコミュ

ニティ活動支援事業 

再編整備された土地で被災者が行うコミュニ

ティ活動に必要な施設や資機材の整備、用地取

得及び造成に係る事業（事業費） 

 

６ 被災高齢者向け巡回活

動支援事業 

巡回訪問による被災高齢者の生活改善、健康管

理、リハビリ指導等の活動支援事業（調査費）

モデル事業として一定期間実施す

るもの。 

７ 交通確保が困難な住民

のためのコミュニティ

バス運行支援事業 

コミュニティバスの購入、バス停の設置、バス

運行委託事業（事業費） 

モデル事業として一定期間実施す

るもの。 

８ 学校スクールバス運行

支援事業 

震災に起因して、学校（仮設を含む。）への通

学、学校活動（部活動を含む。）又は被災した

地域内でのスポーツ大会等への参加に支障が

生じている場合のバスの購入・借上げ又はバス

運行委託（事業費） 

モデル事業として一定期間実施す

るもの。 

９ 集団移転跡地利用計画

策定調査事業 

調査設計、換地設計、測量業務等に係る調査（調

査費） 

 

１０ 

 

公共・公益施設整備調査

事業 

漁業集落防災機能強化事業に関連する公共・公

益施設整備に係る基本構想又は基本計画の策

定等に必要な調査（調査費） 

 

１１ 学校就学環境整備事業 

 

漁業集落防災機能強化事業に関連する被災者

の通学する学校（仮設を含む。）のグラウンド

の整備（仮設グラウンドを整備する場合に必要

な土地等の借上げを含む。）等の就学環境整備

事業（事業費） 

 

１２ 

 

集団移転跡地環境整備

事業 

地盤改良事業、切盛土整備事業、用地舗装事業

（事業費） 

 

１３ 

 

被災用地再編整備促進

事業 

集落内における境界杭埋設、用地舗装、簡易道

路整備（事業費） 

 

１４ 

 

住宅再建等の手続支援、

改修相談・啓発支援事業 

被災住民（仮設住宅への居住者を含む。）の災

害公営住宅への入居手続支援、がけ地近接等危

険住宅移転事業交付手続支援及び住宅等の耐

震補強工事等に係る相談・啓発支援事業（調査

費） 

モデル事業として一定期間実施す

るもの。 

１５ 

 

被災者のための生活・健

康相談支援事業 

被災者のための生活・健康相談所の運営（調査

費） 

モデル事業として一定期間実施す

るもの。 

１６ 

 

被災者のための集団墓

地・霊園整備事業 

被災者のための墓地・霊園等の用地取得及び造

成（事業費） 

墓石等の個人所有物、個人補償に

かかる経費を除く。 

１７ 

 

信号機、道路標識又は道

路標示の設置に関する

事業 

漁業集落防災機能強化事業に伴い必要となる

信号機、道路標識又は道路標示の設置（事業費）

都道県が実施する場合に限る。 

２．水産業の再生・漁村の活性化 

 津波浸水被害を受けた漁業集落において、漁業者の就業の場を確保するとともに、安全な水産物提供の実現と水産

業の持続的発展を図るために必要な事業 
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事業

番号 

事業名 事業内容 実施要件 

１８ 

 

水産業関連共同作業資

機材整備事業 

プラスチック製魚箱やケース、選別台等の資機

材の調達（事業費） 

１地区当たり１千万円以下のも

の。 

１９ 

 

地域資源利活用促進支

援事業 

地場産品や流域資源、自然資源等の観光資源・

地域資源の発掘・活用調査、商業・観光施設と

の連携方策検討調査、商品の開発のための調

査、検査・分析等に係る調査（調査費） 

 

２０ 

 

地域資源利活用施設用

地取得･造成事業 

地域資源利活用施設に係る用地取得及び造成

に係る事業（事業費） 

１地区当たりの用地取得及び造成

が１億円以下のもの。 

２１ 地域資源利活用施設整

備事業 

地域資源利活用施設の整備事業（購入費を含

む）（事業費） 

施設の整備においては、１施設当

たり１億円以下のもの。 

２２ 

 

魚市場背後地の衛生環

境対策事業 

衛生管理を図る観点から必要な廃棄物の除去、

用地舗装、排水整備等に係る事業（事業費） 

 

２３ 

 

再生可能エネルギー活

用・推進計画策定調査事

業 

風力及び太陽光等の自然エネルギー並びにバ

イオエネルギーを活用した発電設備の活用・推

進計画策定に必要な調査（調査費） 

 

２４ 

 

番屋群等再生事業 被災前に使用されていた番屋群等を再生する

ための施設や資機材の整備（事業費） 

施設の整備においては、1 施設当た

り１億円以下のもの。 

２５ 

 

水産加工流通高度化設

備支援事業 

地元で獲れる水産物の一時保管を目的とした

簡易な冷蔵設備等の一時保管設備及び鮮度管

理等のための検査機器等の整備（事業費） 

１地区当たり１千万円以下のも

の。 

２６ 

 

復興イベント開催事業 復興目的で行うイベント、セミナー、相談会、

研修会等の運営及び開催（調査費） 

モデル事業として一定期間実施す

るもの。有価物の分配を内容とす

るイベントを除く。 

２７ 

 

海産物等地域ブランド

の販売促進事業 

地域ブランドの販路拡大や販売促進に必要な

事業（マーケティング調査、プロモーション活

動等）（調査費） 

モデル事業として一定期間実施す

るもの。 

２８ 

 

漁業体験交流･担い手育

成支援事業 

漁業体験活動や研修活動に係る事業（事業費） モデル事業として一定期間実施す

るもの。 

２９ 

 

磯場資源回復事業 雑海藻駆除や播種・移植、海浜・海中清掃等の

活動（事業費） 

被災を受けた漁場を対象とし、モ

デル事業として一定期間実施する

もの。 

３０ 

 

水産業･漁村復興支援調

査事業 

実態調査、先進事例調査、周辺海域における水

産資源調査、水産業の再生・漁村の活性化の提

案及び簡易なモデル検証事業等を行うために

必要な調査（調査費） 

 

３．漁村における防災体制の強化 

 津波浸水被害を受けた漁業集落において、今後同様な被害を経験することがないよう、今回の被害状況を正確に把

握するとともに、強力かつ効率的な予防対策が図られるために必要な事業 

事業

番号 

事業名 事業内容 実施要件 

３１ 震災・復興記録の収集・

整理・保存 

震災の記録を後世へ伝え、防災性向上に資する

ための震災・復興記録の収集・整理・保存（調

査費） 

 

３２ 避難誘導施設整備事業 避難誘導施設（漁港から高台までの軽微な避難

路（階段及び手すり等を含む。）や避難塔）の

整備（事業費） 

１施設当たり３億円以下のもの。

３３ 避難誘導機器整備事業 避難誘導機器（標識や掲示板、携帯用防災情報

伝達機器等）の整備（事業費） 

 

３４ 地域防災・減災（BCP）

計画策定調査事業 

地域防災・減災（BCP）計画策定のための調査

（調査費） 

今後の体制づくりに確実に反映さ

れること。 

３５ 災害用給水機能整備事

業 

災害用給水機材格納倉庫整備事業又は給水計

画に基づく耐震性貯水槽、防災井戸若しくは給

水車の整備（事業費） 

施設の整備においては、１施設当

たり３億円以下のもの。 

３６ 防災対策強化事業 地域住民を対象とした防災パンフレットや啓

蒙看板の作成、研修や講習会の開催、防災訓練

モデル事業として一定期間実施す

るもの。 
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の実施（調査費） 

３７ 防災行政無線整備事業 防災行政無線の整備若しくは設備更新又は防

災拠点・避難施設における災害情報の通信機器

の整備（事業費） 

 

３８ 防災拠点施設整備事業 避難所・避難施設の整備又は炊き出し拠点等の

防災拠点施設整備（事業費） 

施設の整備においては、１施設当

たり３億円以下のもの。 

３９ 災害用発電設備整備事

業 

災害時の避難施設への発電設備の整備事業（事

業費） 

維持・更新を除く。 

４０ 防災備蓄倉庫整備事業 防災備蓄倉庫の整備（事業費） 施設の整備においては、１施設当

たり１億円以下のもの。 

４１ 備蓄用品･緊急時通信機

具整備事業 

防災備蓄用品、備蓄用品の搬出等のための連

絡調整用の緊急時通信機具の整備（事業費） 

備蓄用品の更新は除く。 

４２ 水産関連情報整備事業 漁業集落復興に際しての漁港台帳、漁業就業者

動向等の情報基盤の整備事業（調査費） 

 

４３ 津波情報収集・配信シス

テム整備 

津波発生時における迅速かつ正確な情報収集

及び漁業者等住民への的確な情報配信のため

の情報システム化整備、津波監視を行うための

監視カメラ等の設置（事業費） 

 

４４ ハザードマップ整備事

業 

ハザードマップ整備のための測量調査、障害物

調査、津波シミュレーション調査、パンフレッ

ト作成、啓発活動等（調査費） 

 

４５ 浸水履歴表示用看板整

備事業 

過去の浸水履歴を表示するための表示板の設

置（事業費） 

 

※( )内の調査費、事業費については、イメージとして示したものである。 

 

４．復興地域づくり加速化事業 

漁業集落防災機能強化事業と一体となってその効果を増大させるために必要な事業又は事務であって、上記以外の

事業 
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別記様式第１号（第６関係）

平成 年度 東日本大震災復興交付金（農林水産省）交付申請書

番 号

年 月 日

（地方農政局長経由）

農林水産大臣 殿

特定地方公共団体の長の氏名 印

平成 年度において下記のとおり事業を実施したいので、東日本大震災復興交付金交付

要綱（農林水産省）第６の規定に基づき、 円の交付を申請する。

記

１ 事業の目的

２ 事業費及び経費内訳（様式Ⅰ）

３ 地区別一覧表（各年度）（様式Ⅰの２）

４ 個表（様式Ⅰの３）

５ 地区別一覧表（当該年度）（様式Ⅰの４）

６ 事業の完了年月日 平成 年 月 日

７ 添付書類

※ 事業ごとに別添１～別添９までに定めるとおりとする。

※ 漁業集落復興効果促進事業については、「３ 地区別一覧表（各年度）（様式Ⅰの２）」

のうち様式Ⅰの２（工程表）及び「４ 個表（様式Ⅰの３）」の提出は不要とする。
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様式Ⅰ

（単位：円）

(A)+(B)+(C)+(D) (A) (B) (C) (D)

※ 変更の場合は、変更前を上段（ ）書き、変更後を下段に記載すること。

経 費 内 訳

合 計

事業費及び経費内訳

備 考市町村費
本 年 度
事 業 費

その他区 分 交付額 都道府県費
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復興交付金事業計画 復興交付金事業等

平成○○年○月○日 設置の有無： 平成○○年○月時点

（単位：千円）

うち、特定市
町村又は特
定都道県以
外の者が負
担する額

うち、特定市町
村又は特定都
道県以外の者
が負担する額を
減じた額

うち、特定市町
村又は特定都
道県以外の者
が負担する額

うち、特定市町
村又は特定都
道県以外の者
が負担する額
を減じた額

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0 (0) (0) (0) (0

0 0

＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0 (0) (0) (0) (0

0 0

＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0 (0) (0) (0) (0

0 0

＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0 (0) (0) (0) (0

0 0

＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0 (0) (0) (0) (0

0 0

＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0 (0) (0) (0) (0

0 0

＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0 (0) (0) (0) (0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0 (0) (0) (0) (0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0 (0) (0) (0) (0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0 (0) (0 (0) (0) (0) (0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0 (0) (0 (0) (0) (0) (0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

（注１）「事業番号」は、基幹事業については、「（制度要綱別表の番号）-（同一事業計画中の同種の事業の通し番号）」、効果促進事業等については、「◆（最も関連する基幹事業の事業番号）－（最も関連する基幹事業ごとの通し番号）」となるよう記載する。

（注２）「事業名」は実施する事業の内容がわかるように任意の名称を記載する。

（注３）「総交付対象事業費」、「各年度の交付対象事業費」、「事業間流用額」欄の上段（ ）書きは、前回までに配分された額等を記載し、中段には今回申請する額を記載する。なお、下段＜ ＞書きについては、自動計算される。

（注４）「各年度の交付対象事業費」欄の中段の計数は、様式1-4の「交付対象事業費（b）」欄と必ず一致させること。

（注５）「全体事業費」は、「全体事業期間」を通じての全ての事業費を記載する。なお、事業間流用を行った場合は必ず流用後の全体事業費を記載する。

（注６）「全体事業期間」は、平成32年度までの事業期間を記載をする。

（注７）年度間調整又は事業間流用を行った場合には、「事業間流用額」欄には流用額を、「備考」欄には年度間調整又は事業間流用を行った旨、その時期及び額を記載する。なお事業間流用を行う場合には、流用する（流用される）事業名も合わせて記載し、

         必ず様式3との整合を図ること。

（注８）担当者氏名等は県及び市町村の担当者を並べて記載する。

（様式Ⅰの２）

○○市（町村）

基金設置の時期：

No.
事業番号

（注１）
事業名
（注２）

地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

1 - -

全体事業
期間

（注６）
備 考（注７）

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

直接
／

間接

総交付対象
事業費
（注３）

各年度の交付対象事業費 （注４）

事業間流用額
全体事業費

（注５）平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

2 -

～

3 - -

～-

4 - -

～

5 -

～

6 - -

～-

～

合  計

（うち市町村交付分）

（うち県交付分）

担当者氏名

市町村名 電話番号 メールアドレス

（うち基幹事業）

（うち効果促進事業等）

都道県名 担当部局名
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平成○年度 復興交付金事業等

農林水産省
※本様式は同一の交付担当大臣が交付する事業等ごとに作成して下さい （単位：千円）

交付対象事業費
(b)

交付対象事業費のうち、特
定市町村又は特定都道県
以外の者が負担する額を

減じた額
(c)

うち交付金交付額
基幹事業の場合

（d）=a×b＋(c-a×b)/2
効果促進事業等の場合

（d）=0.8c

年度間
調整額
（国費）

(e)

調整後の
交付金
交付額
(f)=d-e

(0) (0) (0) (0) (0)

0 0 0 0 0

＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

担当者氏名

メールアドレス

（注１）「事業番号」は、基幹事業については、「（制度要綱別表の番号）-（同一事業計画中の同種の事業の通し番号）」、効果促進事業等については、「◆（最も関連する基幹事業の事業番号）－（最も関連する基幹事業ごとの通し番号）」となるよう記載する。

（注２）「事業名」は実施する事業の内容がわかるように任意の名称を記載する。

（注３）「基本国費率」は、各交付担当大臣が定める交付要綱に規定される国費率を指す。（制度要綱第２の１の(３）におけるｂと同様）

（注４）基金を造成して復興交付金事業等を実施する場合、(b)欄には、当該年度に実施する事業の事業費を、（c）欄には事業費のうち特定市町村又は特定都道県以外の者が負担する額を減じた額を、（d）欄には基金からの取崩額を記載する。

（注５）「年度間調整額」の（国費）（e）は、前年度に制度要綱第１の７の④に該当した場合に記載する。

（注６）上段（ ）書きは、前回までに配分された額を記載し、中段には今回申請する額を記載する。

市町村名 電話番号

合計額

都道県名 担当部局名

           

    

    

     

  

 

  

      

      

            

 

 

 

 

     

 

      

      

   

      

       

事業
実施
主体

直接／間接

基本
国費率

（a）
（注３）

当該年度（注４） 年度間調整額（注５）
（該当する場合のみ記載）

備 考

（様式１の４）

○○市（町村） 復興交付金事業計画

省庁名： 平成○年○月時点

No.
事業番号

（注１）
事業名
（注２）

地区名
施設名

交付
団体
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別記様式第２号（第８関係）

平成 年度 東日本大震災復興交付金（農林水産省）変更承認申請書

番 号

年 月 日

（地方農政局長経由）

農林水産大臣 殿

（特定都道県の長の氏名 印）

特定市町村の長の氏名 印

平成 年 月 日付け第 号をもって交付金の交付決定通知のあった事業について、

事業費及び経費内訳等を変更し〔金 円の追加交付（減額承認）を受け〕たいので東日

本大震災復興交付金交付要綱（農林水産省）第８の規定に基づき申請する。

記

１ 変更理由

２ 事業費及び経費内訳（様式Ⅰ）

３ 地区別一覧表（各年度）（様式Ⅰの２）

４ 個表（様式Ⅰの３）

５ 地区別一覧表（当該年度）（様式Ⅰの４）

６ 事業の完了年月日 平成 年 月 日

７ 添付書類

（注）記の２から５までの書類については、別記様式第１号に準じ、変更前後がわかるよ

うに記載すること。

なお、変更がない書類は省略すること。
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別記様式第３号（第14第１項関係）

平成 年度 東日本大震災復興交付金（農林水産省）遂行状況報告書

番 号

年 月 日

（地方農政局長経由）

農林水産大臣 殿

（特定都道県の長の氏名 印）

特定市町村の長の氏名 印

平成 年 月 日付け第 号をもって交付金の交付決定通知のあった事業について、

東日本大震災復興交付金交付要綱（農林水産省）第14第１項の規定により、その遂行状況

を報告する。

記

１ 事業遂行状況（様式Ⅱ）

２ 事業着手 平成 年 月 日

３ 事業完了予定 平成 年 月 日
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様式Ⅱ

平成 年 月 日現在

事業費（A） 交付額 事業費（B） 交付額

円 円 円 円 ％

合 計

事業遂行状況

区 分

計 画
進捗率

（B）/（A）
備 考

遂行状況

26



別記様式第３の２号（第14第３項関係）

（地方農政局経由）
農林水産大臣 殿

官署支出官 農林水産省大臣官房予算課経理調査官 殿

(   印 ）
    印

平成 年 月 日付け第 号をもって交付金の交付決定通知のあった事業について、東日本大震災復興交付金交付要綱（農林水産省）第14第３項の規定により、
第 ・四半期の末日現在における遂行状況を下記のとおり報告します。
また、併せて、 金 円を概算払によって交付されたく申請します。

＜例＞

遂行状
況報告

円 円 円 円 ％ ％ 円 ％ 円 ％

計 0 0 0 0 0 0
（注） １．本請求書の最終請求時のみ、備考欄に不用見込額及び繰越見込額を記載すること。

２．本請求書は、円単位で記載すること。
３．今回請求額は遂行状況報告欄の出来高以内とすること。

第 ・
四半期
末の出
来高

平成 年度 第 ・四半期 東日本大震災復興交付金（農林水産省）の概算払請求書

記

事業費
国費
(Ａ)

国費中
９割相当額

金 額
区 分

出来高

特定都道県の長の氏名
特定市町村の長の氏名

番 号
年 月 日

平成 年 月 日現在 

予
定
年
月
日

事
業
完
了

(Ａ)－｛(Ｂ)＋(Ｃ)｝

金 額

残 額

備考

既受領額 今回請求額

 月 日
迄予定
出来高

平成 年
月 日迄
予定出来
高

(Ｂ)

金 額

(Ｃ)
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別記様式第４号（第15第１項関係）

平成 年度 東日本大震災復興交付金（農林水産省）実績報告書

番 号

年 月 日

（地方農政局長経由）

農林水産大臣 殿

（特定都道県の長の氏名 印）

特定市町村の長の氏名 印

平成 年 月 日付け第 号をもって交付金の交付決定通知のあった事業について、

交付決定通知の内容に従い実施したので、東日本大震災復興交付金交付要綱（農林水産

省）第15第１項の規定により、その実績を報告する。

また、併せて精算額として 円の交付を請求する。

記

１ 事業の目的

２ 事業費及び経費内訳等（様式Ⅳ、様式Ⅴ）

３ 地区別検査調書等（様式Ⅵ）

４ 事業の完了予定 平成 年 月 日

５ 添付書類については、各事業費の根拠となる支払経費ごとの内訳を記載した資料、

帳簿の写し又は交付金調書の写しのいずれかを添付すること。
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様式Ⅳ

（単位：円）

(A)+(B)+(C)+(D) (A) (B) (C) (D)

※ 予算額を上段（ ）書き、精算額を下段に記載すること。

経 費 内 訳

合 計

事業費及び経費内訳

備 考市町村費
本 年 度
事 業 費

その他区 分 交付額 都道府県費
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様式Ⅴ

（単位：円）

(A) (B) (A)-(B)

※ 予算額を上段（ ）書き、精算額を下段に記載すること。

合 計

国庫補助金精算

区 分
本年度

精算事業費
本年度

交付決定額
備 考

精算交付額
概算払
受領額

差引交付額
未受領（返還）額
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様式Ⅵ

１ 地区別検査調書

2 残材料調書

形状寸法 数量 単価
検収又は
取得年月日

備 考金額

検査員氏名
（確認者氏名）

地区名 備 考
事業実施
主体

実績報告
受理年月日

検査年月日
（確認年月日）

名称地区名
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別記様式第５号（第15第４項関係）

平成 年度 東日本大震災復興交付金（農林水産省）の

消費税仕入控除税額報告書

番 号

年 月 日

（地方農政局長経由）

農林水産大臣 殿

（特定都道県の長の氏名 印）

特定市町村の長の氏名 印

平成 年 月 日付け第 号をもって交付金の交付決定通知のあった事業について、

東日本大震災復興交付金交付要綱（農林水産省）第15第４項の規定により、下記のとおり

報告する。

記

１ 適正化法第15条の交付金の額の確定額 金 円

（平成○○年○月○日付け○○第○○号による額の確定通知額）

２ 交付金の確定時に減額した消費税仕入控除税額 金 円

３ 消費税及び地方消費税の申告により確定した

消費税仕入控除税額 金 円

４ 交付金返還相当額（３－２） 金 円

（注）記載内容の確認のため、以下の資料を添付すること。

なお、事業実施主体が法人格を有しない組合等の場合は、全ての構成員分を添付すること。

・消費税確定申告書の写し（税務署の収受印等のあるもの）

・付表２「課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表」の写し

・３の金額の積算の内訳（人件費に通勤手当を含む場合は、その内訳を確認できる資料も併せて提出すること）

・事業実施主体が消費税法第60条第４項に定める法人等である場合、同項に規定する特定収入の割合を確認できる資料
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５ 当該交付金に係る消費税仕入控除税額が明らかにならない場合、その状況を記載

（注）消費税及び地方消費税の確定申告が完了していない場合にあっては、申告予定時期も記載すること。

６ 当該交付金に係る消費税仕入控除税がない場合、その理由を記載

（注）記載内容の確認のため、以下の資料を添付すること。

なお、事業実施主体が法人格を有しない組合等の場合は、全ての構成員分を添付すること。

・免税事業者の場合は、交付対象事業実施年度の前々年度に係る法人税（個人事業者の場合は所得税）確定申告書の写し（税

務署の収受印等のあるもの）及び損益計算書等、売上高を確認できる資料

・新たに設立された法人であって、かつ免税事業者の場合は、設立日、事業年度、事業開始日、事業開始日における事業開始

日における資本金又は出資金の金額が証明できる書類など、免税事業者であることを確認できる資料

・簡易課税制度の適用を受ける事業者の場合は、交付対象事業実施年度における消費税確定申告書（簡易課税用）の写し（税

務署の収受印等のあるもの）

・事業実施主体が消費税法第60条第４項に定める法人等である場合は、同項に規定する特定収入の割合を確認できる資料
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別記様式第６号（第 19 第３項関係） 

番 号 

平成  年 月 日 

 

（地方農政局長経由） 

農林水産大臣  殿 

 

 

特定地方公共団体の名称及びその長の氏名 印 

 

 

平成○○年度 東日本大震災復興交付金に係る財産処分報告書 

 

 

平成  年  月  日付け第   号をもって交付決定通知のあった事業により取得

（又は効用の増加）した財産の処分により収入があったので、東日本大震災復興交付金交

付要綱（農林水産省）第 19 第３項の規定により、下記のとおり報告する。 

 

 

記 

 

１ 処分の対象財産 

（１） 事業実施主体 

（２） 財産の名称、補助事業名、所在、型式、数量 

（３） 事業費、補助金額、補助率 

（４） 耐用年数（処分制限期間）、経過年数 

（５） 現況図面又は写真（添付） 

 

２ 処分区分、処分理由及び今後の利用方法 

 （１） 処分区分 

 （２） 処分理由 

 （３） 今後の利用方法 

 

３ 収入金額    金       円 

 

４ 添付資料 

  ※ 収入金額の根拠となる書類等を添付すること。 
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別記様式第７号（第21関係）

財 産 管 理 台 帳

特定地方公共団体名

地区名 地区 事業実施年度 平成 年度

事 事 業 の 内 容 工 期 経 費 の 配 分 処分制限期間 処分の状況

業 工種構造 施工箇所 着 工 竣 工 負 担 区 分 耐用 処分制限 承 認 処分の 摘要

区 事業種目 事業主体 施設区分 又 は 事業量 年月日 年月日 総事業費 交付金 都道府 市町村 その他 年数 年月日 年月日 内 容

分 設置場所 県費 費

円 円 円 円 円

計

計

合 計

（注）１ 処分制限年月日欄には、処分制限の終期を記入すること。

２ 処分の内容欄には、譲渡、交換、貸付け、担保提供等別に記入すること。

３ 摘要欄には、譲渡先、交換先、貸し付け先及び抵当権等の設定権者の名称又は交付金返還額を記入すること。

４ この書式により難い場合には、処分制限期間欄及び処分の状況欄を含む他の書式をもって財産管理台帳に代えることが

できる。
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別記様式第８号（第 22 第４項関係） 

 

                        契約に係る指名停止等に関する申立書 

                                                                 年  月  日 

 

〔事業実施主体〕 殿 

 

                                                 所   在   地 

                                                 商号又は名称 

                                            代表者の役職及び氏名      印 

 

 

当社は、貴殿発注の○○契約の競争参加に当たって、当該契約の履行地域について、現在、

農林水産省の機関から○○契約に係る指名停止の措置等を受けていないことを申し立てま

す。 

また、この申立てが虚偽であることにより当方が不利益を被ることとなっても、異議は一

切申し立てません。 

 

 

 

（注１）○○には、「工事請負」、「物品・役務」のいずれかを記載すること。 

（注２）この申立書において、農林水産省の機関とは、本省内局及び外局、施設等機関、地

方支分部局並びに農林水産技術会議事務局筑波産学連携支援センターをいう。 

ただし、北海道にあっては国土交通省北海道開発局、沖縄県にあっては内閣府沖縄

総合事務局を含む。 

（注３）「指名停止の措置等」の「等」は、公正取引委員会から、私的独占の禁止及び

公正取引の確保に関する法律に基づく排除措置命令又は課徴金納付命令を受けた

者であって、その命令の同一事案において他者が農林水産省の機関から履行地域

における指名停止措置を受けた場合の当該公正取引委員会からの命令をいう。 

なお、当該命令を受けた日から、他者が受けた指名停止の期間を考慮した妥当

な期間を経過した場合は、この限りでない。 
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別記様式第９号（第 22 第５項関係） 

 

不当事項として指摘された工事等への関係の有無及び経緯に係る申立書 

                                                                 年  月  日 

 

〔事業実施主体〕 殿 

 

                                                 所   在   地 

                                                 商号又は名称 

                                            代表者の役職及び氏名      印 

 

 

当社は、貴殿発注の○○契約の競争参加に当たって、過去１年間、会計検査院から不当事

項として指摘された工事等に関与していない（ 又は関与していた） ことを申し立てます。 

また、この申立てが虚偽であることにより当方が不利益を被ることとなっても、異議は一

切申し立てません。 

 

 

 

（注１）○○には、「工事請負」、「物品・役務」のいずれかを記載すること。 

（注２）会計検査院から不当事項として指摘された工事等に関与していた場合は、以下の内

容を記載すること。 

①会計検査院の指摘事項の概要 

②当該工事等における当社の役割について 
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別記様式第 10 号（第 22 第６項関係） 

 

漏洩防止措置に係る申立書 

                                                                 年  月  日 

 

〔事業実施主体〕 殿 

 

                                                 所   在   地 

                                                 商号又は名称 

                                            代表者の役職及び氏名      印 

 

 

当社は、貴殿の委託する入札事務等に当たって、社内において以下の秘密情報の漏洩防止

措置を講じていることを申し立てます。 

また、この申立てが虚偽であることにより当方が不利益を被ることとなっても、異議は一

切申し立てません。 

 

秘密情報の漏洩防止措置 

・○○○ 

・○○○ 

・○○○ 

 

 

 

（注）秘密情報の漏洩防止措置の具体的な内容を記載すること。なお、漏洩防止措置の内規

等があればそれを添付することでも可とする。 
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